
笠間市は茨城県中部に位置し、平成18年３月に旧笠

間市・友部町・岩間町が合併してできた市である。笠

間稲荷神社の鳥居前町・旧笠間城の城下町であり、笠

間焼の陶器市に多くの観光客が訪れる県内有数の観光

地ともなっている。総人口は平成29年10月現在約７万

5,700人で減少傾向にあるが、65歳以上人口は増加して

いる。そのため高齢化率は28.3％と増加傾向にあり、

要介護者数・介護給付費も年々増加している。

笠間市は人口27万人の県庁所在地である水戸市に隣

接し、医療圏は水戸第二次保健医療圏に属している。

500床（一般475床・結核25床）の茨城県立中央病院が、

市内唯一の総合病院である。当院を含む市内の他の医

療機関にとって、茨城県立中央病院との連携が最重要

課題になっている。

国保直診の笠間市立病院（写真１）は、一般30床の

今どき珍しい小病院である。高度急性期を担う茨城県

立中央病院が約２kmの距離にあり、小規模ながら地

域に密着した多機能型病院として機能分化・連携を図

っている。

平成18年の市町村合併時には、私を含め常勤医２名

の状態が続き、病床利用率40％程度と医業収益が減少

傾向にあった。存続意義や経営形態が問われ、平成19

年６月から20年３月に「笠間市立病院のあり方検討委

員会」が開催された。公立病院改革プランに示された

民間病院が担えない役割を求められたが、笠間市は過

疎地ではないし、救急や高度先進医療を担うことも困

難であった。そんな中で当院が主張したのは、在宅医

療が不足している笠間市で当院が在宅医療を推進しな

がら後方支援病院の役割も担うことであった。平成20
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年８月に実施された住民アンケートで存続を希望する

回答が多くあり、指定管理者等への経営形態変更や県

立中央病院との再編・ネットワーク化も視野に、地方

公営企業法一部適用のまま存続の方針となった。

平成26年から訪問看護・訪問リハビリテーションを

開始し、多職種で連携する在宅医療体制を整え始めた。

同時に病棟リハビリテーションを担うセラピストや社

会福祉士を採用することで、在宅復帰支援体制も強化

した。平成29年からは訪問看護をステーション化（訪

問看護ステーションかさま）し、居宅介護支援事業所

（ケアプランセンターかさま）も併設するなど在宅医

療の体制整備は加速している。

今までも地域の訪問看護ステーションとの連携はあ

ったものの、連携は十分とは言えなかった。併設され

た訪問看護ステーションを持つことで、週１回の定期

カンファレンス以外にもこまめな情報交換が可能にな

り、末期がん患者・非がん末期患者など、重症患者の

看取りなどもスムースに行えるようになっている。

在宅復帰支援には入院時より在宅復帰の可能性を評

価することが大切であり、どの程度までの日常生活動

作なら在宅復帰が可能であるのか家族と話し合うこと

が必要である。家族の介護力が十分であれば胃ろう栄

養・おむつ排泄でも在宅復帰可能なこともあろうが、

多くの場合は歩けないまでも経口摂取・排泄の自立が

条件になる。トイレ排泄は無理でも、ポータブル排泄

が可能ならどうか、排泄自立は無理でも一部介助なら

どうかなど、家族と交渉することも大事である。たと

え歩けなくても、経口摂取と排泄だけは何とかできる

ように、病棟でリハビリテーションができるようにな

ったのは大きな利点となった。病棟と訪問リハビリテ

ーションが連携することにより、切れ目のないリハビ

リテーションが実践できるようになっている。

平成26年度からは筑波大学附属病院総合診療科への寄

付講座として、「かさま地域医療教育ステーション」事

業が開始されている（写真２）。平成26年度から常勤

指導医を招聘することができ、平成28年度から「つくば

家庭医・病院総合医プログラム」の後期研修医が派遣

開始されている。平成29年度は常勤医５名となり、診療

の量とともに質も向上することができている。高齢脆

弱患者を外来・入院・在宅と包括的・継続的に、しか

も多職種で診療できる環境が評価されたものと考える。

平成27年度からは県立中央病院との人事交流が開始

され、現在は２名ずつの看護師と１名の放射線技師が

対象になっている。看護局長を派遣していただくこと

で、当院の看護師長等が認定看護管理者研修を受ける

ことが可能となるなど、意識改革が進んでいる。また、

看護局長自らが師長とともに週１回定期的に県立中央

病院を訪問することで、ポストアキュート患者の紹介

も促進され、病床利用率も常に70％を超えるなど経営

黒字化につながっている。

昭和21年終戦まで、筑波航空隊下士官集会所として

利用されていた土地に、当院は水戸協同病院友部分院

として開設された。昭和24年に周辺市町村事務組合に

より伝染病隔離病舎が併設され、結核診療を担った時

期もあった。昭和34年に友部町が買収することで友部

町国保病院と改名され、昭和54年に現在の30床の病院

が新築された。

平成９年に循環器専門医の前院長を招聘するにあた

り、循環器診療を充実させるため心臓カテーテル室・

CT室を増設し、放射線技師の増員・臨床検査技師の

新規採用が行われた。しかし、県立中央病院との棲み

分けはできなかったため業績は振るわず、平成14年度

には１億５千万円の一般会計繰入金が発生するに至っ

た。それを受けて、「友部町国保病院のあり方検討委

員会」が平成15年１月から12月にかけて開催された。

前院長は療養病床を併設することでの経営改善を主張
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したが、受け入れられることはなく平成16年７月末に

辞任することとなった。

その後任がいないまま私が院長代理となり、平成16

年12月地域密着型小規模多機能病院としての病院理念

を公表した。しかし、平成26年度に筑波大学総合診療

科との連携が進むまで、常勤医師２名の厳しい状況が

続くことになった。しかしそのような中でも訪問診療

を継続し「もの忘れ外来」など新たな取り組みもして

いたことが、現在の状況改善につながったのではない

かと考える。

平成30年４月に、当院は現在開発の遅れている友部

駅北側に新築移転する。それに伴い現在ある30床のう

ち、とりあえず半分程度を一般病床から地域包括ケア

病床に移行する予定である。在宅などからのサブアキ

ュート患者や県立中央病院などからのポストアキュー

ト患者を主な対象とし、病棟リハビリテーションなど

により在宅復帰支援する役割を鮮明にすることにな

る。将来的に病棟リハビリテーションを行うセラピス

トが充足されれば、すべて地域包括ケア病床の「地域

包括ケア病院」になることも考えている。そのために

は地域医療連携が進むことが必要であり、現在も多く

残る慢性期病床移行までの経過観察入院（「ワンクッ

ション入院」と呼んでいる）は減らしていくべきだろ

う。入院したものの、認知症などでリハビリテーショ

ン平均２単位以上実施困難なことも多く、在宅復帰も

困難な場合に速やかに受入れてくれる病床や施設の確

保も課題となるだろう。

また地域包括支援センター・保健センター・病児保

育室と合築されることで、「地域医療センターかさま」

として保健・医療・福祉の連携強化を目指すことにな

る。「患者を診る」だけでなく「地域を診る」のも、

総合診療医の大きな役割である。超高齢社会を迎え、

認知症など治らない患者が地域に急増している。多職

種による支援困難事例検討会や認知症初期集中支援チ

ーム・道路交通法改正による運転免許更新時の認知症

診断など、当院が地域包括支援センターと連携する機

会がどんどん増えている。当院に認知症専門医はいな

いが、認知症の対応はすべての医師が行うべきものと

考えている。私も総合診療医として認知症サポート医

の研修を受け、「もの忘れ外来」の枠を設けて対応し

ている。また糖尿病は認知症の原因であり、透析への

重症化予防は喫緊の課題である。糖尿病も専門医だけ

でなく、すべての医師が対応すべき疾患である。健康

教室や保健センターと綿密に連携した健診後の経過観

察などが、当院の大きな役割になるだろう。

当院の在宅医療は質・量ともに充実してきているも

のの、地域の開業医の先生方との連携が不十分である。

茨城県も在宅医療を担う医師のグループ化による24時

間・365日の診療体制構築を推進しているが、笠間市

ではまだ訪問診療を行う開業医の先生方が少ない。当

院が後方支援病院（後方ベッド）になることで開業医

の先生方の負担を減らし、笠間市の在宅医療推進に貢

献したい。これから多死社会を迎えるにあたり在宅等

での看取りは大きな課題になるので、グループ化とそ

の支援は必ず必要になると考えている。少なくとも24

時間体制の訪問看護が入っていれば、訪問看護と連携

することで、緊急時でもある程度の情報収集は可能だ

ろう。

新築移転に加え、電子カルテが新規導入され放射線

機器もデジタル化されるため、莫大な減価償却費によ

り経営状態の悪化は避けられない。しかし何より大切

なのは医師確保であり、筑波大学附属病院総合診療科

との連携を保つことで「総合診療医の病院」になるこ

とである。外来・入院・在宅と包括的・継続的な診療

を行えること・保健や福祉など行政と連携できること

が、総合診療医を養成するフィールドとして自慢でき

るようにしたい。医師確保なくして収益の確保は不可

能であり、これからの医師確保には「教育」がキーワ

ードになると考えている（図）。「かさま地域医療教育

ステーション」に派遣されてくる総合診療後期研修医

や指導医の中から、笠間市職員として継続して勤務し

てもらえる医師が現れることを期待する。

今回、当院の歴史を振り返る機会を得て、さまざま

な出来事があったと改めて思った。そして一人でも医

30（410）地域医療 Vol.55  No.4

おわりに
―内向き診療から家

うち

向き診療へ―

「地域医療センターかさま」の未来
―総合診療医教育の役割と課題―



師が投げ出せば潰れるような状況から、現在何とか抜

け出しつつあるのには２つのポイントがあった。１つ

目は笠間市に在宅医療を支援する地域密着型病院が必

要であると思い続け、それが今やっと時流に乗ったこ

とである。２つ目は自分ができることをするのではな

く、自分が求められることをできるようにしてきたこ

とである。それは認知症診療でもあるし、在宅医療で

もある。しかし今振り返ると、一番の分岐点は笠間市

の平日夜間・日曜外来（一次救急）を当院で受け入れ

たことではないだろうか。

平成21年に新型インフルエンザ大流行時に、県立中

央病院の救急外来がパンク寸前になったことをきっか

けに、笠間市に一次救急を担う平日夜間・日曜外来開

設が求められた。当初は県立中央病院内に外来スペー

スを設けて実施することが検討されたが、県立中央病

院と笠間市医師会の双方の反対意見が出て頓挫してし

まった。そこで県立中央病院にも近い当院で、採血・

X線検査なしの一次救急を行うことになった。必要が

あれば県立中央病院に紹介することで、折り合いがつ

いたのである。もちろん、医師は医師会と県立中央病

院からも派遣されるので、当院は基本的に場所を提供

し環境を整える役目を担った。もちろんそれなりの負

担や気遣いを必要としたのであるが、初めて病院を外

に開いたという印象であった。

この後から歯車がうまく回り始めたようであり、前

述のように訪問看護やリハビリテーション・退院支援

を担う社会福祉士などの職員が充足された。当院の笠

間市からの評価が上がったために、さまざまな要求が

通りやすくなったのではないかと考えている。また、

総合診療の学生実習施設を探していた筑波大学附属病

院総合診療科の前野哲博教授に茨城県が当院を紹介し

てくれたのも、平日夜間・日曜診療を受け入れた病院

だからだと聞いた。現在、インフルエンザシーズン以

外は利用者があまりいなくて赤字が問題になっている

平日夜間・日曜診療であるが、その当時にはわからな

かった当院の分岐点だったのだ。
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平成22年度の平日夜間・日曜外来の開始とともに

学生実習の受入れが開始され、非常勤で週２日程度

であったが指導医も派遣された。このおかげで私以

外のもう一人の常勤医が産休に入った時にも、訪問

診療を継続しながら何とか乗り切ることができた。

この学生実習引き受けが、平成26年度からの「かさ

ま地域医療教育ステーション」開設による後期研修

医派遣・指導医常勤化につながったのである。

実習に来る学生さんと飲む機会も増えたが、総合

診療医と専門医の違いについてよく質問される。「専

門医は自分のできることをできるように周囲に働き

かけるが、総合診療医は周囲から求められているこ

とをできるようにする」と答える。総合病院の総合

診療医は診断困難な症例を診断する「ドクターG」的

役割を求められるが、地域ではそれぞれの実情に合

わせることになるため型にはまらない多様性を持つ。

笠間市の場合は在宅診療だったのだろうと、今なら

そう思える。

自分のできることだけをやるのを「内向きの医療」

とするならば、外から（地域から）求められること

をできるようにするのが「家
うち

向きの医療」であると

考える。地域の中で求められる自院の役割をしっか

り認識し、自分たちがどの分野で頑張るのかを決め

る。その分野の患者さんは、大変な時でも断らない

ように努力する。また紹介を受けた患者さんは「家
うち

向きの患者さん」と思われているのだと受け止め、

その時は無理でも断らなくてすむように努力する。

そうすることで役割分担が進み、地域の実情に合わ

せた総合診療が実践できるのだと考える。

当院のような小規模な国保直診病院はもうほとん

どなくなってきていると思われるが、小さければ小

さいなりに小回りの利く医療を実践できるのだと思

う。役割が終ったら要らなくなるのではなく、役割

を探して生き残る道もあるのではないか。昔は当院

で結核の診療もしていたのだと思うと、先人から励

まされているような気がした。
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